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1 県民の理解・協力の促進

2 事業者・関係団体等の理解・協力の促進
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第８章 県民の理解・協力の促進 

 

 

社会保障制度を持続させ、地域包括ケアシステムの深化・推進を

進めていくためには、行政や関係機関、介護事業者に加えて、サー

ビスを受ける県民の方々、さらにはその他の民間企業・非営利法人

等の事業者、関係団体等にも、理解と協力をいただくことが必要で

す。 

このため、高齢者福祉に対する県民の正しい理解と制度の適切な

活用の促進や、地域支え合い活動等への参加を推進するとともに、

高齢者が住みやすい環境づくりに向け、事業者や関係団体等の協力

を促進します。 

 

        

(3) 防災対策 

 

 

● 避難行動時に要支援者を安全に避難所まで誘導するためには、市町が避難行動要支援者名簿を

作成するとともに、地域の特性や実情を踏まえ、関係機関と事前に協議を進め、避難行動要支援

者一人ひとりの個別支援計画を定める必要があります。 

 

● 国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」では、災害発生時における高

齢者や障害者等の特別な配慮が必要な避難者の受け入れ先として、要配慮者が安心して避難生活

ができる人員体制やバリアフリー設備を有した福祉避難所を市町が指定し、必要数を確保するこ

とが求められています。 

 

● 市町や住民組織により行われている見守り活動等は、災害時の個別支援にも役立つことから、

こうした取組をさらに広げていく必要があります。 

 

● 災害時においては、被災高齢者等の安全で安心な生活環境の確保及び老人福祉施設等の安定的

な運営が求められています。 

 

● 施設等においては、非常災害に備えるため、周辺の地域の環境及び入所者の特性を踏まえ、入

所者等の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定する必要があ

ります。 

 

 

 

● 避難支援者や避難経路、要配慮事項等を定めた個別支援計画の策定及び運用について、市町が

円滑に取り組むことができるよう、必要な情報提供や助言を行います。 

 

● 市町における福祉避難所の必要数の確保に向けて、人員体制や設備の状況を踏まえつつ、老人

福祉施設等を福祉避難所として指定できるよう支援します。 

 

● 災害時の個別支援にも役立つ高齢者の見守りマップや見守りキット、ＧＰＳ装置等の作成、配

付など、市町が行う取組を支援します。 

 

● 平成 25（2013）年に締結した栃木県老人福祉施設協議会、栃木県老人保健施設協会及び栃木県

認知症高齢者グループホーム協会との災害時基本協定に基づき、被災高齢者等の一時受入れや、

被災施設への生活必需品等の供給・介護職員等の派遣などについて、応援・協力体制を構築しま

す。 

 

● 施設等に対し、計画の策定や関係機関との連携、円滑な避難誘導の体制の整備等について、指

導を行って参ります。 

現状と課題 

施策の方向 
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● 高齢化の進展とともに、高齢者の雇用機会も増えていきますが、高齢者と他の職員等が共に働

きやすい職場づくりにより、効果的・効率的な事業活動が期待できます。また、高齢者は、職を

得ることによって、生活を支える収入と併せて、生きがいを得ることにもつながります。 

 

● 事業者等は、通常の事業活動の中で高齢者に接する機会が多いことから、市町等における高齢

者見守りネットワークに参加・協力をしていますが、日常の高齢者への声かけや変化への気づき

も、高齢者の孤独感の防止や認知症・虐待の早期発見に役立ちます。 

  また、業界団体等でこうした取組を広めていくことにより、その効果はさらに大きなものとな

ると期待できます。 

 

● 県や市町は、超高齢社会における事業者等の社会的役割について周知し、行政、関係機関、地

域住民や事業者・関係団体等が連携・協力する地域包括ケアシステムの構築について、普及・啓

発を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県民の理解・協力の促進 

 

● 県民は、介護を要する状態にならないよう、また、要介護状態となってもそれ以上悪化させな

いために、健康づくりや検診の受診が重要であることを理解するとともに、自らその予防に取り

組む必要があります。 

 

● 社会保障制度を持続させ、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことを目的とする地

域包括ケアシステムの深化・推進を進めていくためには、行政や関係機関、介護事業者等が提供

するサービスを受ける側の県民にも、それらを「上手に適切に利用する」ための知識と心構えが

必要です。 
 

● これからの社会においては、高齢者には、サービスの利用者であると同時に、地域の見守りや

支え合い活動などのサービスの提供者としての役割、更には、老人クラブやボランティア活動等

に参加し、共に地域を支える者としての役割を担うことが求められます。 

 

● 県・市町は、地域包括ケアシステムの構築の必要性を周知するとともに、システムを構成する

医療・介護・介護予防・住まい・日常生活支援、その他の高齢者福祉の制度等について、高齢者

やその家族を始めとする県民の正しい理解と適切な活用を促進します。 

 

● 県・市町は、高齢者が自ら取り組む健康づくりや介護予防の普及に努めるとともに、地域にお

ける支え合い活動、ボランティア活動等への参加による自らの介護予防等の効果について理解を

促進します。 

 

２ 事業者・関係団体等の理解・協力の促進 

 

● 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らしていくには、住みやすい環境をつくっていくことが

必要です。そのためには、高齢者自らの努力や支え合い、行政、医療機関、介護事業者等による

公的サービスの充実と併せて、その他の民間企業・非営利法人等の事業者、関係団体等の重層的

な協力が欠かせません。 

 

● 介護保険制度は、社会福祉法人や医療法人ほか民間事業者等の参入を前提としたものですが、

こうした法人・事業者等が提供する介護サービスに加え、新しい地域支援事業では、ＮＰＯ、ボ

ランティア団体、その他の事業者等の多様な主体による多様な生活支援・福祉サービスの提供が

期待されているところです。 

 また、こうした介護や福祉、生活支援を目的としたサービス以外にも、事業者等が一般的な事

業活動の範囲で、地域の高齢者に対して貢献できることは数多くあります。 

 

● 様々な事業者が、事業活動をする中で、高齢者や障害者に配慮したバリアフリー構造の事業所

の整備、乗り降りしやすい車両の導入等を行うことにより、高齢者が暮らしやすい生活環境づく

りにもつながります。 

 

施策の方向 

施策の方向 
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● 高齢化の進展とともに、高齢者の雇用機会も増えていきますが、高齢者と他の職員等が共に働

きやすい職場づくりにより、効果的・効率的な事業活動が期待できます。また、高齢者は、職を

得ることによって、生活を支える収入と併せて、生きがいを得ることにもつながります。 

 

● 事業者等は、通常の事業活動の中で高齢者に接する機会が多いことから、市町等における高齢

者見守りネットワークに参加・協力をしていますが、日常の高齢者への声かけや変化への気づき

も、高齢者の孤独感の防止や認知症・虐待の早期発見に役立ちます。 

  また、業界団体等でこうした取組を広めていくことにより、その効果はさらに大きなものとな

ると期待できます。 

 

● 県や市町は、超高齢社会における事業者等の社会的役割について周知し、行政、関係機関、地

域住民や事業者・関係団体等が連携・協力する地域包括ケアシステムの構築について、普及・啓

発を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県民の理解・協力の促進 

 

● 県民は、介護を要する状態にならないよう、また、要介護状態となってもそれ以上悪化させな

いために、健康づくりや検診の受診が重要であることを理解するとともに、自らその予防に取り

組む必要があります。 

 

● 社会保障制度を持続させ、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことを目的とする地

域包括ケアシステムの深化・推進を進めていくためには、行政や関係機関、介護事業者等が提供

するサービスを受ける側の県民にも、それらを「上手に適切に利用する」ための知識と心構えが

必要です。 
 

● これからの社会においては、高齢者には、サービスの利用者であると同時に、地域の見守りや

支え合い活動などのサービスの提供者としての役割、更には、老人クラブやボランティア活動等

に参加し、共に地域を支える者としての役割を担うことが求められます。 

 

● 県・市町は、地域包括ケアシステムの構築の必要性を周知するとともに、システムを構成する

医療・介護・介護予防・住まい・日常生活支援、その他の高齢者福祉の制度等について、高齢者

やその家族を始めとする県民の正しい理解と適切な活用を促進します。 

 

● 県・市町は、高齢者が自ら取り組む健康づくりや介護予防の普及に努めるとともに、地域にお

ける支え合い活動、ボランティア活動等への参加による自らの介護予防等の効果について理解を

促進します。 

 

２ 事業者・関係団体等の理解・協力の促進 

 

● 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らしていくには、住みやすい環境をつくっていくことが

必要です。そのためには、高齢者自らの努力や支え合い、行政、医療機関、介護事業者等による

公的サービスの充実と併せて、その他の民間企業・非営利法人等の事業者、関係団体等の重層的

な協力が欠かせません。 

 

● 介護保険制度は、社会福祉法人や医療法人ほか民間事業者等の参入を前提としたものですが、

こうした法人・事業者等が提供する介護サービスに加え、新しい地域支援事業では、ＮＰＯ、ボ

ランティア団体、その他の事業者等の多様な主体による多様な生活支援・福祉サービスの提供が

期待されているところです。 

 また、こうした介護や福祉、生活支援を目的としたサービス以外にも、事業者等が一般的な事

業活動の範囲で、地域の高齢者に対して貢献できることは数多くあります。 

 

● 様々な事業者が、事業活動をする中で、高齢者や障害者に配慮したバリアフリー構造の事業所

の整備、乗り降りしやすい車両の導入等を行うことにより、高齢者が暮らしやすい生活環境づく

りにもつながります。 

 

施策の方向 

施策の方向 


